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衆議院文部科学委員会 第 6 号 平成 25 年 11 月 27 日（水曜日）議事録 抜粋 

 

○小渕委員長 次に、宮本岳志君。 

 

○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。 

 

 先日、当委員会で足立区第四中学校の夜間学級を視察いたしました。さまざまな事情か

ら義務教育未終了の方々に学びを保障する場である夜間中学校は、今日かけがえのない役

割を果たしていると思います。 

 

 ことしの八月の六日に、夜間中学校問題の全党派が参加する院内シンポジウムが開かれ、

私も含む当委員会の理事会メンバーのほとんどが呼びかけ人になっております。シンポジ

ウムで、まさに足立四中の卒業生の訴えもございました。 

 

 埼玉在住のその女性は、父親一人に育てられ、中学一年のときから近所に手伝いに行っ

たり仕事に追われ、結局中学校を卒業できなかった。しかし、就職をするに当たっても、

履歴書に中学卒業といううそを書かねばならない。その重圧に押しつぶされそうだったと

述べておられました。 

 

 五十八歳のときに、仕事をやめ、御主人から、もう一生懸命働いたのだから何か自分の

したいことをしたらと言われ、学校に行きたい、こういう言葉が出たというんです。足立

四中に入って勉強するようになって、学校へ行ってよかった、こんなにも楽しいことがあ

るんだ、漢字が読めるようになった、数学がわかるようになった、それは少しずつ自分が

生きていく自信になりましたと語っておられました。この女性はその後、春日部高校の定

時制にも進学をしておられます。 

 

 まず大臣、この話を聞いて、今日夜間中学が果たしている役割について、大臣の御認識

をお伺いいたします。 

 

○下村国務大臣 中学校夜間学級、いわゆる夜間中学は、戦後の混乱期の中で、生活困窮

などの理由から、昼間、就労または家事手伝い等を余儀なくされた学齢生徒が多くいたこ

とから、これらの生徒に対して夜間において義務教育の機会を提供するため、昭和二十年

代初頭から中学校に設けられている特別の学級であるわけでございます。 

 

 実は、私の義理の父が夜間中学についての本を著しておりまして、また、私も夜間中学

の関係者の方々からお話を聞いたことがありますが、さらにこれらの方々に加えて、現在、

中学校夜間学級では、外国人を含め、不登校などさまざまな理由により義務教育未終了の

まま学齢を超過した方々の学習ニーズに対応しており、このような方々に対しても教育の

機会を提供する、これは大変重要なことであるというふうに認識しております。 
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○宮本委員 ところが、この夜間中学が、東京や大阪を初め八都府県に三十五校しかあり

ません。残りの三十九道県には一校もないわけです。 

 

 その結果どういうことが起こっているか。先ほどの女性は、五十八歳で学校へ行きたい

となって、現在住んでいる春日部の市役所に電話をした。そうしたら、春日部には夜間中

学はありませんと言われた。次に埼玉県に電話した。そうしたら、埼玉県でも夜間中学は

置いてありませんと言われた。それで、いつも乗っていた東武線に夜間中学設立校とあっ

た足立区の第四中学校の看板を思い出して、電話をかけて、思い切って学校に行ったら、

東京に勤めているか在住していなければ資格がないと言われ、それならと、東京でパート

の仕事を見つけて足立四中に入った、こういうことなんです。 

 

 そこで、文科省に聞きますが、なぜ全県につくらないんですか。 

 

○前川政府参考人 義務教育未終了のまま学齢を超過した方々の学習ニーズにどのような

形で応えていくかということでございますが、基本的には、住民に最も身近な自治体でご

ざいます市町村の教育委員会が判断するということがこれまでの建前でございます。 

 

 その際、中学校の夜間学級、これは学校教育法施行令の二十五条の第五号の二部授業と

して行えるわけでございますけれども、これを設置するかどうかにつきましても、市町村

の教育委員会がそれぞれの市町村の状況を勘案して判断するということとされているとこ

ろでございまして、その結果として、いわゆる夜間中学校が設置されていない県も多数あ

るという現状でございます。 

 

○宮本委員 これまでそういう答弁が続いてきたんです。 

 

 しかし、既に日弁連は、二〇〇六年八月の十日政府に提出した「学齢期に修学すること

のできなかった人々の教育を受ける権利の保障に関する意見書」で、憲法及び教育基本法、

国際人権規約及び子どもの権利条約に基づいて、「自己の意思に反し、又は、本人の責め

によらずに義務的かつ無償とされる普通教育を受ける機会を実質的に得られていない者に

ついては、学齢を超過しているか否かにかかわらず、国に対し、合理的な教育制度と施設

等を通じて義務教育レベルの適切な教育の場を提供することを要求する権利を有するもの

というべきである。」と認定をしております。 

 

 そこで聞くんですけれども、高校無償化法案でも議論になってまいりました国際人権Ａ

規約、社会権規約でありますけれども、その十三条二項の（ｄ）にはどのように定められ

ているか。そして、日本はこの条文に拘束されているか。文科省、お答えいただけますか。 

 

○加藤政府参考人 委員お尋ねの国際人権Ａ規約、いわゆる社会権規約の十三条二項の

（ｄ）でございますけれども、この条項では、「基礎教育は、初等教育を受けなかった者

又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化される」という
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ふうに規定されてございます。 

 

 我が国はこの国際人権Ａ規約を昭和五十四年に批准してございますので、日本政府はこ

の十三条二項（ｄ）に拘束されているものでございます。 

 

○宮本委員 この十三条二項（ｄ）についても、この前紹介したように、社会権規約委員

会のゼネラルコメント、一般注釈十三号に詳細にその内容が定められております。 

 

 パラグラフ二十二、第十三条二項（ｄ）によって、初等教育を受けなかったり全期間を

終了していない人々は、基礎教育への権利、ザ・ライト・ツー・ファンダメンタル・エデ

ュケーション、ないし、万人の教育に関する世界宣言で提起される基礎的教育を受ける権

利がある、こういうふうに定められているわけです。拘束されているわけですよ。 

 

 この精神に立って本当に全ての人に基礎教育を保障しようと思えば、まず、学齢期を過

ぎながら義務教育を受けられずにいる人々が日本にどれほどいるかを把握することが必要

不可欠だと思うんです。 

 

 文科省、義務教育未終了者数を掌握しているか、それは何人なのか、お答えいただけま

すか。 

 

○前川政府参考人 義務教育未終了の方々の人数の全体の数につきましては、承知しては

おりません。 

 

 が、小学校に在学したことのない人または小学校を中途退学した人、これは、国勢調査

におきまして未就学ということで調査されております。平成二十二年度の国勢調査では、

この未就学とされた方が約十二万八千人に上っているということでございますが、この中

には、小学校を卒業したけれども中学校を卒業していないという方が入っておりませんの

で、現実に義務教育を未終了の方というのはこの十二万八千人以上になるはずであると考

えております。 

 

○宮本委員 そうなんですね。未就学者はわかるんだけれども、義務教育未終了者がわか

らない。小学校を卒業していないか入学していない人というのはわかるんだが、小学校を

卒業したが中学校は卒業していないという人はわからないわけです。ですから、はるかに

義務教育未終了者は多いわけですけれども、それを調査する機会というのは国勢調査にな

るわけですけれども、現在の質問項目では未就学者しかわからないわけです。 

 

 実際に調査項目についての議論があることは、私はわかっております。しかし、とにか

く実態がわからなければ対策の立てようがないわけです。それで、この日弁連の意見書は、

とにかく一度は政府による全国的な実態調査が必要だと言っているわけですよ。 

 



 

- 4 - 

 だから、国勢調査で行うかどうかはともかくとして、やはり、義務教育未終了者がどれ

だけ全国にいるかを、きちっと政府によって、政府の責任でつかむことは必要だと思うん

ですけれども、これは大臣の御見解をお伺いしたいと思うんです。 

 

○下村国務大臣 国勢調査において、小学校に在学したことのない人または小学校を中途

退学した人については、今の局長答弁のように、調査を行っているわけですが、中学校を

終えていない人については調査対象となっていないわけでございます。 

 

 御指摘の義務教育未終了者の把握について、国勢調査の調査項目の、記入するというこ

とに対して、国民のプライバシーの問題ということで抵抗感が大きく、項目の細分化は困

難でできなかったという経緯があるというふうに聞いております。 

 

 では、文科省が単独でということになると、全ての国民を対象に大規模な調査を行うと

いうことについては、予算も含めて極めて困難なことであるというふうに思いますが、た

だ、委員御指摘のように、一度はやはり調査すべきであるというふうに私も思います。 

 

 その辺で、国民の抵抗感といいますかプライバシーの問題がありますが、国勢調査につ

いては総務省が行っているわけでありますが、文部科学省として、改めて総務省に、この

調査項目に義務教育未終了者の把握についても入れてほしいということについては要望し

ていきたいと思います。 

 

○宮本委員 しっかりとお願いをしたいと思うんです。 

 

 足立四中でも、昼の中学校では不登校だったが、夜間中学に入学して生き生きと学校に

通っている女子生徒からも話を聞きました。 

 

 昨年度の学校基本調査によると、全国の、三十日以上の長期欠席した小中学生は十一万

二千四百三十七人、中学校で九万一千七十九人となっております。 

 

 学校現場では、長期不登校の生徒で義務教育終了の実態には欠けても、その子の将来を

考えて卒業証書を出すのが普通だと聞いております。しかし、一度卒業証書をもらってし

まうと、それが逆に障害になって、先ほどの女性のように、五十八歳になって夜間中学校

で学びたいとなっても、逆に入学資格に欠けることになります。 

 

 夜間中学のある県では、不登校の子供や保護者に対して、卒業証書を受け取るか、それ

とも夜間中学という選択肢もありますよと示して、選択をしてもらっていると聞きました。

現に足立四中の女子生徒は、それで選択して夜間中学に入ったわけであります。 

 

 これまで歴史的には戦後の混乱期の生活困窮、在日外国人などの義務教育未終了者への

義務教育の機会提供が大きな役割であった夜間中学が今後果たすべき役割の一つが、不登
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校の子供たちの受け皿、あるいは学び直しにあるというふうに思うんです。しかし、北海

道や東北地方、四国や九州等のように一校たりともなければ、そのような選択肢すら示し

得ないということになります。 

 

 そこで、大臣、夜間中学のこういった新たな役割にも照らして、やはり各県一校、例え

ば定時制高校に併設するというような案もあるでしょうけれども、着実に充実をしていく

べきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○下村国務大臣 夜間中学の充実については、随分以前から我が党の馳委員も関心を持っ

ておられて、私もその紹介で関係者の方々に、これは大臣になる前の話ですが、お会いし

てお話をお聞きしたこともございます。 

 

 足立区のように、市町村がそれではつくると言っても、その市町村の範囲内に対象者に

なる人がどれぐらいいるかということになるとそれほどいないということで、結果的には

困難というふうになってしまっている状況の中で、今の御指摘のように、基本的には義務

教育ですから設置主体は市町村ですけれども、この発想を変えて、今、都道府県が中高一

貫学校をつくっているという事例もあるわけですね。ですから、既存の都道府県の定時制

高校に併設のような形で定時制中学といいますか夜間中学、それを市町村が受け皿として

考えて、そして、それぞれの県内の生徒をこの夜間中学に対応できるようなことを市町村

じゃなくて都道府県が考えれば、十分可能性はあるのではないかというふうに思います。 

 

 具体的に、世論調査等で、それぞれの都道府県でどれぐらいの対象者がいるかどうかと

いうこともまず把握する必要があると思いますが、そういう方々が多い都道府県に対して

は、そういう取り組みについては文部科学省の方でも提案をしてまいりたいと思います。 


